
- 1 - 

    船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年６月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年１１月１２日 １４時５５分ごろ 

発生場所 岩手県宮古
み や こ

市日
ひ

出
で

島漁港東方沖 

 閉伊
へ い

埼灯台から真方位２９６°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３９°４０.３′ 東経１４１°５８.９′） 

事故の概要 遊覧船第１６陸
りく

中
ちゅう

丸は、日出島漁港東方沖を南西進中、暗岩に乗

り揚げた。 

第１６陸中丸は、左舷推進器の曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年１１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊覧船 第１６陸中丸、１０９トン 

 １３０５２２、岩手県北自動車株式会社（Ａ社） 

 ２９.０１ｍ（Lr）×６.３０ｍ×２.５３ｍ、鋼及び軽合金 

 ディーゼル機関２基、１，０１６kＷ（合計）、昭和６３年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４４年４月４日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２８年３月２３日 

  免状有効期間満了日 平成３３年４月１９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷推進器翼の曲損、左舷舵板の脱落等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約９５cm

（宮古） 

 事故の経過 本船は、船長ほか３人が乗り組み、旅客２０人を乗せて宮古市姉ケ

埼東方沖までの折り返し遊覧（所要時間約４０分）の目的で宮古市

浄土
じょうど

ヶ浜の定係桟橋を出発し、船長が舵輪の前にある操縦席に腰を掛

けて手動操舵により操船に当たり、約１１ノットの対地速力で北進し

て日出島漁港とその東方にある日出島との間を通過した後、姉ケ埼付

近で反転して南進した。 
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本船は、日出島漁港南側から南西方向に延びる約３００ｍの防波堤

（以下「漁港防波堤」という。）と漁港防波堤沖約５０ｍにある漁港

防波堤に沿って並んだ二つの水上岩礁（以下「二つ岩」という。）と

の間の水路（以下「本件水路」という。）を北東側から南西側へ通過

しようと日出島北方で右転した。 

本船は、日出島漁港と日出島西岸との距離約４００ｍの間の中間部

に北西から南東方向に築造された約２００ｍの防波堤（以下「中間防

波堤」という。）を左方に見ながら西進した。 

船長は、本件水路北側入口に向け、左転する際に目印としていた中

間防波堤北西端のブロックとの航過距離及び漁港防波堤北方沖にある

水上岩礁との距離を目測し、舵を左に約７～１０°取ってゆっくり回

頭し、二つ岩北側の岩と漁港防波堤南端との間の本件水路が見通せる

ようになる所で舵を戻した。 

本船は、本件水路北側に向けて南西進中、１４時５５分ごろ、船長

が、ロープをプロペラに巻いたような衝撃を船尾船底に感じた。 

船長は、本件水路が狭かったので、本件水路を過ぎてから主機を中

立運転とし、甲板員に船底等の調査を指示して浸水等の異常がないこ

とを確認した後、主機を前後進に作動させて確認したところ、自力で

定係桟橋までの航行が可能と思い、Ａ社の浄土ヶ浜事務所の担当者に

無線で連絡して帰航した。 

本船は、潜水業者が１３日に潜水調査したところ、左舷推進器翼が

損傷し、左舷舵板が脱落しており、Ａ社の担当者が海上保安庁等に本

事故の発生を通報した。 

本船は、後日、造船所で左舷推進器翼、左舷舵板等が修理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ 左舷推進器

翼、写真３ 左舷舵板脱落部 参照） 

 その他の事項 

 

船長は、二つ岩北側の岩と漁港防波堤南端との見通し線上で二つ岩

と本船が左転する地点との中間付近に暗岩（以下「本件暗岩」とい

う。）があることを知っており、本件暗岩付近を通り過ぎたと思った

頃に衝撃を感じたので、本船が本件暗岩に乗り揚げたと本事故後に思

った。 

船長は、中間防波堤北西端のブロックが平成２９年９月ごろに一部

撤去された後、５回程度本件水路を航行した。 

船長は、日出島北方で右転した際、日出島に近づき過ぎていていつ

もより南側を西進したこと、及びその後左転する際、目印の一つとし

ていた中間防波堤北西端のブロックが一部撤去されていたことを本事

故当時失念し、本事故当時の中間防波堤北西端から船首線までの距離

を目測して左転を始めたことで、いつもより早く左転したかもしれな

いと本事故後に思った。 

本船の基準航路は、運航マニュアルの運航基準図に記載されてい
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た。 

船長は、ふだん本件水路を航行する際は、ＧＰＳプロッター及びレ

ーダーを使用していなかった。 

船長は、持病もなく、前日も睡眠を十分取っていたので健康状態に

問題はなかった。 

本事故当時の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約１.８ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、本件水路の北東方沖を南西進中、船長が、左転する目印の

一つとしていた中間防波堤北西端のブロックが一部撤去されており、

ＧＰＳプロッターやレーダーを活用するなど適切な船位の確認を行っ

ていなかったことから、予定の左転地点より早く左転を開始して本件

暗岩に向かって航行し、本件暗岩に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件水路の北東方沖を南西進中、船長が、左転

する目印の一つとしていた中間防波堤北西端のブロックが一部撤去さ

れており、ＧＰＳプロッターやレーダーを活用するなど適切な船位の

確認を行っていなかったため、予定の左転地点より早く左転を開始し

て本件暗岩に向かって航行し、本件暗岩に乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えら

れる。 

 ・暗岩等が存在する海域を航行する場合は、目視だけでなくＧＰＳ

プロッターやレーダー等航海計器を活用して、自船の正確な位置

を把握し、基準航路から外れないようにすること。 

・慣れた水路を航行する場合であっても、常に最新の水路情報を入

手し、把握しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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暗岩 
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写真１ 本船 

  

 
 

写真２ 左舷推進器翼 
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写真３ 左舷舵板脱落部 

 

 


